
第１章　地域福祉活動計画の概要

１　地域福祉とは ～地域福祉のイメージ～

　「地域」とは、私たちが住むまちを指し、「福祉」とは人々の幸せを表す言葉です。

　地域福祉を考えるとき、自分や家族の幸せを考えるとともに、同じ地域に住む人の幸せにも

思いを巡らせることで、地域全体が幸せになるというイメージを持つことができます。この考

えは、年齢や障がいの有無に関わらず、お互いの人格や個性を尊重し合って、ともに支え合え

るような社会（共生社会）をつくるという考えにもつながります。

　平成 23 年に発生した東日本大震災をきっかけに、人と人とのつながりや絆という言葉が見

直されることになりました。このことは、発災直後から住民同士の助け合いが始まったことや、

被災地・被災者支援のために全国から集まったボランティアが献身的な活動を行ったことも影

響しました。私たちが、自分の周りに住む人たちを少しずつ意識することが、地域福祉を身近

に感じることになるのではないでしょうか。

　子どもからお年寄りまで、また障がいのある人もない人も、みんなが「この地域に住んでい

て良かった」と思えるような地域にしていくために、必要なことを考え、行動していくこと、

それが「地域福祉」であるといえます。

２　地域福祉活動計画とは

　地域福祉活動計画（以下、「活動計画」という。）は、羽島市社会福祉協議会（以下「市社協」

という。）が呼びかけて、地域住民や各種団体等が相互に協力し、私たちが直面しているさま

ざまな生活課題を共有し、自主的・主体的に解決していくために策定した活動・行動計画です。

　活動計画の内容は、①生活課題の解決を目指して、地域住民や各種団体が行う活動と、②地

域福祉活動を推進するための市社協の果たす役割を、体系的に取りまとめたものとなっていま

す。

　市社協では、羽島市の地域福祉を進めていくために、平成 10 年に第 1 期活動計画を策定し、

それ以後、内容を見直しながら第 2 期活動計画を経て、この計画（第 3 期活動計画）を策定

しました。

　なお、第 3 期活動計画の計画期間は、平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 年間で、平成

31 年度からは第 4 期活動計画の策定に向けた見直し作業を開始します。
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【羽島市地域福祉活動計画の期間】
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３　第３期活動計画の策定にあたって

　　　～第２期活動計画の取り組み状況等について～

　第２期活動計画が完成した平成２３年２月以降、計画に掲げられた取り組み目標の達成に向

けて、市内各地域でさまざまな取り組みが行われてきました。

　一方、新たな法律の成立や制度の改正が行われるなど、社会福祉の流れは大きく変化しよう

としています。また、東日本大震災を始めとする大規模災害を通して、私たちは身近な地域で

の支えあい・助けあいの大切さを再認識することになりました。

◆　第２期活動計画の取り組み状況

　第２期活動計画では、４つの「取り組み目標」を設定し、さらに、それぞれの取り組み目標

の中に、計画期間中に取り組むことを「具体的な取り組み」として掲げました。 
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＜取り組み目標Ａ＞　出会いの場の充実

Ａ－１

実施内容 あいさつから始まるつながりづくり

事業の概要

　支部社協が推進母体となり、地域で孤立している、または、孤立するお

それのある人を訪問し、一声かけることで、社会的なつながりの再構築を

目指す取り組みを平成 24 年度から平成 26 年度まで実施しました。毎年

10 月をキャンペーン月間とし、訪問者は、運動の啓発と身分証明のために、

キャンペーンバッジを着用して対象者宅を訪問しました。

成果と課題

【成果】

　子ども会や自治会などと連携し、普段訪問活動をしていない人が活動に

携わったり、高齢者のみの世帯など既存の訪問活動の対象となっていない

世帯を訪問したりするきっかけができた支部社協があります。

【課題】

　民生委員や社会福祉委員が普段から行っている訪問活動の折にバッジを

着用し、チラシを配布するだけの活動に留まっている支部社協が多く、全

体的には活動の対象や参加者の拡大にはつながっていません。

＜参加者などの声＞
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＜取り組み目標Ａ＞　出会いの場の充実

＜参加者などの声＞



Ａ－２

実施内容 スポーツ大会などを通した交流の促進

事業の概要

　子どももお年寄りも、障がいのある人もない人も、楽しみながら交流を

深めることを目的としたゴムテー（トイレットペーパーの芯とゴム手袋を

活用して作った銃で、小さく丸めた新聞紙を飛ばして着地点の点数を競う

軽スポーツ）の大会を、平成 26 年度まで毎年 1 回継続して開催しました。

成果と課題

【成果】

　実施方法を毎年見直し、交流要素を多く取り入れたことで、大会当日に

は参加者同士が障がいの有無や年齢に関わらず、楽しみながら交流するこ

とができました。

【課題】

　年一回の単発行事であり、一過性の交流に留まっています。

＜参加者などの声＞
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Ａ－３

実施内容 気軽に集える場（活動）づくり

事業の概要

　家に閉じこもりがちな人、引っ越してきたばかりで友達がいない子育て

中の母親など、地域の中で孤立するおそれのある人と地域の人々が出会い、

交流することで、孤立の予防や解消ができる場の設置に取り組みました。

成果と課題

【成果】

　社協の支援を受け、気軽に集える場の設置・運営をする 2 つのボランティ

アグループが立ち上がりました。また、このグループでノウハウを身につ

けたボランティアが、新たにグループを立ち上げて活動を開始するなど、

3 グループが 4 種類の集いの場を設置・運営することとなりました。この

ことにより、既存のふれあいサロン活動の対象とならない方も集える場が

できました。

【課題】

　参加者が固定化する傾向があり、潜在的な対象者の参加にはつながって

いません。

＜参加者などの声＞
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Ａ－４ 

実施内容 福祉関係当事者団体交流会の開催

事業の概要
　福祉関係の当事者団体が、お互いの抱える問題や情報の交換、活動の交

流などを行うことを目的とした交流会を、平成 24 年度に開催しました。

成果と課題

【成果】

　5 団体（のぞみ舎親の会、母子寡婦福祉連合会、障害児を守る会、発達

教室「もも」親の会、手をつなぐ親の会）が交流会に参加し、これまで面

識のなかった団体間の活動内容の共通理解を図ることができました。

【課題】

　参加者から「団体の規模や活動内容・課題がまちまちで、話すだけの交

流会になってしまう」との声が多く、連携を図りたい・一緒に活動したい

という意見は挙がりませんでした。

＜参加者などの声＞
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＜取り組み目標Ｂ＞　学びの場の充実
 

Ｂ－１ 

実施内容 大人と共に学ぶ福祉体験講座の開催

事業の概要

　地域の障がい者福祉施設を、子どもの頃から身近に感じることで、障が

いのある人を取り巻く環境や、地域の福祉への関心を深めるきっかけづく

りを目的とした講座を、市内の障がい者福祉施設（あいそら羽島）の協力

を得て、平成 25 年度より継続して毎年 1 回実施しました。

成果と課題

【成果】

　未就園児（親子）から高齢者まで幅広い年代からの参加があり、それぞ

れの視点で、障がいのある人や福祉施設への関心を持ち、深めることがで

きました。

【課題】

　「子どもたちが自分の住む地域やそこに暮らす人々の生活上の問題に関

心をもち、大人と共にその課題を解決するためのプロセスにかかわること

で得られる学びを大切にし、地域の福祉への関心を深める」といった本来

の目的を達成することは、福祉体験講座形式での実施になじみません。

＜参加者などの声＞

7

＜参加者などの声＞

＜取り組み目標Ｂ＞　学びの場の充実



Ｂ－２ 

実施内容 認知症サポーターの養成

事業の概要

　地域住民が認知症について正しく理解できるよう、地域包括支援セン

ターが企業・学校・各種団体等からの依頼に応じて「認知症サポーター養

成講座」を開催し、「認知症サポーター」を継続して養成しました。

成果と課題

【成果】

　支部社協や福祉会、ボランティアグループや企業の研修会、学校の授業

などで「認知症サポーター養成講座」が活用され、認知症を正しく理解す

る人が増えました。

【課題】

　講座の開催は、団体等からの要請に応じて行うのみであり、一般の人が

参加する機会がありません。

＜参加者などの声＞
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Ｂ－３ 

実施内容 福祉施設と住民の意見交換会の開催

事業の概要

　地域住民の方々が、地域にある福祉施設を社会資源のひとつとして捉え、

有効に活用できるよう、福祉施設（あいそら羽島）と地域住民（足近町市場）

が意見交換する場を、平成 25 年度から継続して設けました。

成果と課題

【成果】

　意見交換会の場にて、地域住民と福祉施設の双方から提案や依頼があり、

相互に有益な関係をつくるきっかけができました。

【課題】

　年 1 回の話し合いの場を持つだけに留まっており、施設の有効活用には

至っていません。

＜参加者などの声＞
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Ｂ－４

実施内容 介護予防について学ぶ機会の提供

事業の概要

　地域でサークルを立ち上げ、定期的に介護予防の活動をする人を養成す

るために、「介護予防リーダー養成講座」を、平成 24 年度から毎年 1 回開

催しました。

成果と課題

【成果】

　毎年、講座の修了者が、自主的に介護予防に取り組むサークルを立ち上

げ、介護予防の必要性を地域に伝えながら、自らの健康維持・増進を図っ

ています。

【課題】

　毎週 1 回定期的な活動が行えているサークルもあれば、活動が安定して

いないサークルもあります。

＜参加者などの声＞
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＜取り組み目標Ｃ＞　支え合い活動の充実 

Ｃ－１ 

実施内容 見守りネットワークの充実 ( 重点活動① )

事業の概要

　見守りネットワーク活動に取り組む地域や支部社協を、平成 25 年度よ

り継続して市社協が支援しました。これらの地域で、支援の必要な人を小

地域単位で見守り、地域からの孤立を防止すると共に、必要に応じて関係

機関等へつなぐことのできるネットワークの充実をめざしました。

成果と課題

【成果】

　実施地域にて現在の見守り活動を検証した結果、自然な見守り関係が存

在しているなど、地域によっては意図的な見守り活動の開始が必要ないこ

とや、支援が多面的に必要になった段階でネットワークを構築すべきこと

が確認できました。

【課題】

　見守り活動からネットワークの構築に移行する流れや方法などを明らか

にしていく必要があります。

＜参加者などの声＞
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＜取り組み目標Ｃ＞　支え合い活動の充実 



Ｃ－２ 

実施内容 ふれあい訪問活動事業の実施

事業の概要

　支部社協が主体となり、ひとり暮らしの高齢者等の地域からの孤立を防

ぐために、同じ地域に住むボランティア（地域住民）が、手みやげや手作

りの弁当などを持って、定期的に対象となる人のお宅を訪問しました。

成果と課題

【成果】

　訪問時に対象者の異変に気づき、ボランティアが迅速に関係機関に繋い

だといった事例もありました。こうした出来事は、対象者により強い安心

感を与えただけではなく、訪問するボランティアにも、地域で対象者を見

守っているという意識が芽生えるきっかけとなっています。

【課題】

　単に手みやげや弁当を渡す（もらう）だけの取り組みと捉えている人も

います。

＜参加者などの声＞
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第１章

Ｃ－３ 

実施内容 ふれあいサロン活動の充実（重点活動②）

事業の概要
　主にひとり暮らし高齢者の孤立や閉じこもりを予防するために、地域の

人たちとの交流を図る場を定期的に設置しました。

成果と課題

【成果】

　新たにふれあいサロン活動を始める福祉会があるほか、福祉会の努力に

よりいずれのふれあいサロンも毎月１回以上の開催ができています。また、

ふれあいサロンへの参加をきっかけに形成されたつながりは、ふれあいサ

ロン以外の場でも継続しています。

【課題】

　対象者をひとり暮らしの高齢者だけでなく、広く地域で孤立している（孤

立するおそれのある）人へ拡大したり、開催回数を増やしたりしていくこ

とができていません。また、多くのふれあいサロンで、男性の参加者が少

ない傾向があります。

＜参加者などの声＞
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Ｃ－４ 

実施内容 消費者被害防止活動の推進

事業の概要

　消費者被害を防止するために民生委員が、地域包括支援センターの作成

するチラシを定期的にひとり暮らし高齢者宅に届けたり、福祉会にて消費

者被害をテーマとした勉強会を行ったりして、継続して地域の消費者被害

についての関心を高めました。

成果と課題

【成果】

　毎月行われる、民生委員の友愛訪問活動やふれあいサロン活動を通じて、

ひとり暮らし高齢者に「見守り情報」（啓発チラシ）を配布したことから、

悪質商法や振り込め詐欺等の手口や防止策、不審に思った時に相談できる

窓口の存在を伝えることができました。

【課題】

　民生委員が訪問の対象としていない、高齢者のみの世帯などへの情報提

供ができていません。

＜参加者などの声＞
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＜参加者などの声＞



第１章

Ｃ－５ 

実施内容 地域住民と福祉専門職との情報交換の場づくり

事業の概要

　地域住民にしか見えない生活課題や、身近でなければ発見できない問題

を早期に解決するために、住民参加型生活支援活動を行うボランティアグ

ループの代表者が、平成 25 年度と平成 27 年度に、福祉専門職と情報交換

を行いました。

成果と課題

【成果】

　住民参加型生活支援活動を行うボランティアグループが、その活動範囲

を明らかにするために把握したニーズのうち、地域住民による助け合い活

動で解決すべきニーズの範囲が明らかとなり、活動の立ち上げにつながり

ました。

【課題】

　ひとつのボランティアグループだけでなく、地域で福祉活動を行ってい

る住民が直面している問題について、福祉専門職が共に考え、解決してい

けるような場づくりには至っていません。

＜参加者などの声＞
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＜参加者などの声＞



Ｃ－６ 

実施内容 子どもの安心安全関係団体交流会の開催

事業の概要

　子どもたちが被害者となる事件を防ぎ、安全・安心なまちづくりを進め

るために、市内で子どもの見守りを目的とした活動を実施している団体等

を対象とした情報交換・交流の場を設けることを平成 24 年度から平成 26

年度に計画していました。

成果と課題

【成果】

　平成 24 年度は、子どもの安全に関する各種団体の取り組み状況が掴め

ないことから開催を見合わせました。その上で実施形態を検討した結果、

「子どもの安心安全関係団体交流会」といった取り組みを行うよりも、「子

どもの安心安全に関する取り組みを地域全体として取り組む」という気運

を高めるため、同テーマを市社協事業や支部社協・福祉会等の研修テーマとし

て取り上げるよう働きかけ、啓発することが必要であるとの結論に至りました。

【課題】

　支部社協や福祉会では、ひとり暮らし高齢者に目が向けられがちであり、

子どもの安心安全に関することが取り上げられることはほとんどありません。

＜参加者などの声＞

16

第１章

＜参加者などの声＞



第１章

＜取り組み目標Ｄ＞　新たな活動の開発 

Ｄ－１ 

実施内容 災害時に備えた支援体制づくり（重点活動③）

事業の概要

　高齢者や障がい者など、災害発生時に避難支援等が必要な人を、地域で

支える体制づくりをめざす支部社協に対し、積極的に取り組めるよう、事

業に対する助言や運営費の助成を行いました。

成果と課題

【成果】

　平成 23 年度より「支部社協メニュー事業助成金」のメニューのひとつ

として「災害時に備えた支援体制づくり事業」を加えたことで、支部社協

のひとつ（上中支部）が助成金を活用して、地域住民の防災意識を高める

ことを目的とした研修会を開いています。

【課題】

　災害が発生した時に備えて、支援が必要な人を把握する取り組みは広

がったものの、近隣住民で避難支援活動や安否確認などを行う仕組みは十

分整備されていません。

＜参加者などの声＞
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＜参加者などの声＞

＜取り組み目標Ｄ＞　新たな活動の開発 



Ｄ－２ 

実施内容 アクティブシニアの地域デビュー講座の開催

事業の概要

　会社や家庭での活躍を終えて、地域のボランティア活動等に興味・関心

のあるアクティブシニアを対象とした講座を継続して開催し、地域の福祉

活動の担い手を養成しました。

成果と課題

【成果】

　修了者が、講座で学んだことを活かし、地域住民に介護予防の必要性を

伝えながら、自らも介護予防に取り組むサークルを立ち上げたり、写真撮

影を通して、地域住民が福祉課題について考えるきっかけをつくることを

目的としたグループを立ち上げたりして継続的に活動を行っています。

【課題】

　講座の内容によっては、既に地域で何らかの活動の担い手として活躍し

ている人の参加が多く、必ずしも新たな地域デビューにつながったわけで

はありませんでした。また、気軽にデビューしたいというニーズには応え

られていません。

＜参加者などの声＞
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＜参加者などの声＞



第１章

Ｄ－３ 

実施内容 地区福祉懇談会（オープンな寄り合い）の開催

事業の概要

　地域の生活課題を住民自らが発見し、解決策を考えるための話し合いの

場を設けた支部社協に対し、事業に対する助言や運営費の助成ができるよ

う基準を設けたほか、地域福祉活動計画の策定にあたり、平成 26 年度に

各支部社協単位で地区福祉懇談会を開催しました。

成果と課題

【成果】

　すべての支部社協にて「地区福祉懇談会」を開催し、地域の課題を解決

するための話し合いの場を持つことが出来ました。

【課題】

　平成 23 年度より「支部社協メニュー事業助成金」のメニューのひとつ

として「地区福祉懇談会事業」を加えましたが、選択した支部がありませ

んでした。また、市社協が企画した地区福祉懇談会においても、参加者の

大半は支部社協や地域の各種団体の役員であり、誰もが自由に参加できる

話し合いの場にすることはできませんでした。

＜参加者などの声＞
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＜参加者などの声＞



Ｄ－４ 

実施内容 福祉活動団体発表会の開催

事業の概要
　福祉活動を行っている団体が互いの活動を知って連携することを目的

に、活動発表や、写真展示、ビデオ上映による活動紹介を実施しました。

成果と課題

【成果】

　団体同士が、互いに知らなかった活動を知ることができました。また、

団体の発表や紹介を見たり聞いたりしたことをきっかけに、その活動に参

加した人がいました。

【課題】

　ボランティアグループ等、各団体の活動内容が異なっていることから、

団体同士が協働したり、新たな活動の開発をしたりすることにはつながり

ませんでした。

＜参加者などの声＞
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＜参加者などの声＞



第１章

Ｄ－５ 

実施内容 生活支援活動（住民参加型サービス）の実施

事業の概要

　公的なサービスでは対応できないニーズのような、日常生活上のちょっ

とした困りごとを抱えている人を、地域住民が支援する活動のあり方を検

討し、新たな活動を開発しました。

成果と課題

【成果】

　平成 25 年度に、上中町で住民参加型生活支援活動を行うボランティア

グループ「かみなか助け合いの会」が立ち上げられ、以後継続した活動を

行っています。

【課題】

　同グループが想定した活動とニーズがマッチしていない面があること

や、活動自体が知られていないことから、あまり利用されていません。また、

現時点では同様の取り組みが他の地域へは広がっていません。

＜参加者などの声＞
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＜参加者などの声＞



Ｄ－６ 

実施内容 活動意欲を刺激する手段・方法の開発

事業の概要

　地域福祉の活動を開発・展開するうえで、より多くの住民が地域の福祉

課題を解決する活動の担い手となるよう、活動意欲を刺激する手段・方法

を見出すために、平成 23 年度に検討し、平成 24 年度から実施する予定で

した。

成果と課題

【成果】

　平成 23 年度に検討した結果、他地域で見られるような社会貢献活動に

ポイントを与えるような取り組みは、羽島市には馴染まないという結論に

至りました。

【課題】

　ポイントを与えるといった方法ではなく、住民参加を図る手段・方法を

見いだしていく必要があります。

＜参加者などの声＞
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＜参加者などの声＞



第１章

◆　防災意識や助け合い意識の高まり 

　平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、各地に大きな爪痕を残し、甚大な被害を

与えました。その一方で、全国各地で防災意識や助け合い意識が高まり、こうした意識の変化

が今後の地域福祉を進めていくうえで一つの原動力になると考えられます。
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４　解決すべき地域の課題と社会福祉協議会の役割

◆解決すべき地域の課題

　住民の価値観が多様化することなどを背景とした、地域における人間関係の希薄化、地域活

動の担い手の固定化と高齢化、災害に対する不安など、第 2 期活動計画で確認された解決す

べき地域の課題については、大きな変化はないと認識されていることが、アンケート調査など

の結果から明らかになりました。

　具体的には、30 項目の主な問題点をもとに、次の 5 つの課題に整理しています。

 

＜課題①＞　地域における人間関係（つながり）の希薄化と孤立

○ 　羽島市に限らず、全国的に単身世帯や夫婦のみの世帯が増加し、三世代以上が同居する世

帯が減少する傾向にあります。さらに、生活に対する価値観や生活スタイルが多様化したり、

地域によっては新旧の住民が混住したりする中で、対人関係の煩わしさから近隣や地域との

関係を持ちたがらない人も増えてきています。

　 　また、地域や近所との付き合いについて、引き継ぐべき若い世代が少なく、またこうした

世代に横のつながりがないこともあり、世代の交代が上手くできていない地域もあります。

　 　こうした状況の中、家庭や地域で、世代を超えた交流の中から学んだり、体験したりする

機会も少なくなってきています。

○ 　近隣の人と気軽にあいさつを交わせない、自治会などの地域の活動や行事に関心がない、

不安や悩みがあっても一人（あるいは家族）だけで抱え込んでしまうなどの状況は、地域に

おける人間関係（つながり）の希薄化に起因しているといえます。

○ 　また、周囲の理解不足や偏見によって地域から孤立したり、何らかの生活上の問題を抱え

ていても周囲に気づいてもらえないといった問題も生じています。

○ 　このようなことから、地域や近隣における人間関係（つながり）や新たな支え合いの仕組

みを確立していく取り組みが必要になっています。

○ 　なお、例えば独居高齢者や高齢者のみの世帯について、他地域で生活する子どもや親族に

も定期的に関わりを持つことを促す必要があるという声も聞かれます。
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４　解決すべき地域の課題と社会福祉協議会の役割

【主な問題点】

（１） 対人関係の煩わしさから近隣や地域との関係を持たない人が増えている

（２） 世代間交流が減少している

（３） 地域づきあいの大切さや必要性を学ぶ機会が減っている

（４） 近隣同士や地域におけるコミュニケーションが不足している

（５） 周囲の偏見や理解不足などによって孤立している人がいる



第１章

＜課題②＞　地域福祉活動に対する理解や支援の不足

○ 　自治会をはじめ、民生委員児童委員、社会福祉委員、子ども会、老人クラブ、地域ボラン

ティア、そして支部社協など多くの地域関係者や団体が、身近な地域でさまざまな活動を行っ

ています。

　 　しかし、地域差はあるものの、こうした団体の行事や活動などへの参加者の高齢化や減少

に加え、担い手も参加する人の顔ぶれも毎回同じであったりするなど、地域の活動は大きな

壁にぶつかっています。

○ 　また、地域のさまざまな役やリーダーとなる人がおらず、同じ人が長くその役を務めたり、

逆に輪番制で１年で交代してしまうといった状況がみられ、活動の中心となる推進役を、地

域でどのように見いだしていくか、または育成していくかといったことが大きな課題となっ

ています。

○ 　さらに、地域で行われている支え合い等の活動が十分に知られていないことや団体間・関

係者間の連携不足や活動を調整する仕組みがないために、同じような活動が重複して行われ

ているといったことや、活動をするにも身近なところに活動の拠点がないといったことを指

摘する声も聞かれます。

　 　また、支援を必要とする高齢者や障害のある人、子育て中の人など、特定の人たちを対象

とする行事や支援活動を行いたくても、どこに対象となる人がいるのかわからないといった

声も聞かれるようになってきました。

○ 　このように、さまざまな要因が地域での活動を妨げていることから、地域住民や団体が連

携したり、自ら工夫するとともに、地域全体で活動しやすい環境を整えていく必要がありま

す。

　 　さらに、地域福祉活動は特定の人だけが行うものではなく、誰もが担い手であり受け手で

あるといったことを認識してもらうことや、若い人にも地域福祉活動に参加してもらえる方

法を考えていく必要もあります。
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【主な問題点】

（１） 地域福祉活動の担い手が固定化したり高齢化している

（２） 活動の中心となるリーダーのなり手がいない

（３） 地域福祉活動やボランティア活動に関する広報やＰＲが不足している

（４） 身近なところに活動の拠点や関係者が集う場がない

（５） 個人情報保護の動きが、知らせたい情報を知らせられなくしている

（６） 地域における団体や関係者間の連携が不足している



＜課題③＞　伝わらない保健や福祉サービスに関する情報と相談窓口

○ 　パソコンや携帯電話などの情報を得るための手段が発達し、さまざまな情報を即時に得る

ことができるようになりましたが、その一方で自分から情報を得ることができる人とそうで

ない人との間に格差が生じています。

○ 　また、周囲に知り合いがいなかったり、自宅以外に居場所のないひとり暮らしの高齢者や

子育て中の母親、介護の必要な高齢者や障がい者を抱える家族などが、身近に相談できる人

がいないため、一人で不安や悩みを抱え込んでいることがあります。

○ 　さまざまな不安や悩みを持つ人のために各種相談窓口が設置されていますが、内容によっ

ていろいろな窓口があるため、どこに相談に行けばよいのかわからないという声も聞かれま

す。

　 　また、相談窓口間の連携が図られていないことから、相談者に必要な情報が総合的に提供

できていないとの指摘もあります。

○ 　さらに、保健や福祉に関する制度は複雑な上に頻繁に変わるため、正確な情報を必要とす

る人へ届けることが難しくなっています。

○ 　専門的で、複雑な保健や福祉に関する情報を、すべての人にわかりやすく伝えるというこ

とは、大変難しいことです。また、公的な相談窓口が十分に活用されていないという課題も

あります。そこで、対象となる人や伝える情報を絞り込み、本当に必要としている人、伝え

たい人にとってわかりやすく提供する活動を、地域住民で行うことができないか検討してい

くことも必要です。
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【主な問題点】

（１） 自分から情報を得ることが難しい人がいる

（２） 身近に相談できる人がいない

（３） 窓口が複数あるためどこに相談してよいかわからない

（４） 保健や福祉に関する制度やサービスが複雑でわかりにくい

（５） 本当に必要な情報を得ることが難しい

（６） 必要とする人に情報が届いていない



第１章

＜課題④＞　周囲に理解されにくい問題・対応が遅れている問題

○ 　障がいや病気、ひとり親世帯での子育てのことなどが周囲の人に理解されないため、誰に

も相談できず、地域から孤立してしまう人（家族）がいます。

○ 　これらの人たちが抱える問題は、誰もが避けて通れない介護の問題などに比べ、地域の中

で取り上げられにくい面があることから、潜在化し、重度化していくこともあります。

○ 　地域で孤立しがちな人たちのことを知ってもらう（認識してもらう）ためには、こうした

人たちと地域住民をつなぐ場やつなぐ人が必要です。

○ 　また、ひとり暮らしの高齢者や障がい者等のゴミ出し、花木の水やりといった軽易な手助

けのように、公的な福祉サービスで対応できないことや、散歩や墓参りの付き添いなど、公

的な福祉サービスで対応すべきかどうか人によって判断が分かれるものもあります。

○ 　さらに、判断能力の低下したひとり暮らし高齢者の消費者被害防止や児童への犯罪防止な

ど、新たに顕在化してきた問題には、これまでの活動では対応できなくなっています。

○ 　こうした問題を解決していくためには、地域社会の中に存在する偏見や差別に関する子ど

もの頃からの教育も必要です。

○ 　また、対応が遅れている問題や潜在化している問題は、地域で生活している人にしかみえ

ない生活課題であったり、身近でなければ早期発見が難しいケースであることから、小地域

単位に問題を早期に発見し、解決していく仕組みを作り上げていくことが必要です。
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【主な問題点】

（１） 障がいや病気のことが周囲に理解されないことがある

（２） 地域の中で排除されやすい少数の人たちがいる

（３） 潜在的な問題や要望がある（声を出さない、出せない人がいる）

（４） 障がいのある人と地域住民をつなぐ場がない

（５） 現在の制度やサービスでは対応できない問題がある

（６） 現在の活動だけでは対応しきれていない問題がある



＜課題⑤＞　犯罪や災害などに対する不安

○ 　大規模な災害の発生に備えて、被害を受けやすい要支援者の人的被害を少なくしていくた

めに、羽島市においても災害時要支援者台帳の整備や支援協力者の配置などがおこなわれて

います。

　 　しかし、支援を必要とする人すべてが把握されているわけではありませんし、時間帯によっ

ては支援協力者が不在であることなど、災害時に要支援者を支援する体制はまだ十分に整っ

ているとはいえません。

○ 　また、ひとり暮らしの高齢者等を狙った悪質商法や振り込め詐欺などの被害がまだまだ多

発しているため、被害防止のための方策も必要です。

○ 　さらに、徘徊などにより行方不明になる高齢者等の早期発見のために、市役所、警察、消

防、医療機関、地域の団体等が連携し、新たな徘徊対策の確立も課題となっています。

○ 　一方、子どもたちの安全を脅かす出来事が増加していることから、子育て中の人を中心に

不安の声が聞かれます。

　 　例えば、児童の登下校時に安全を確保するための対策として、組織的な見守り活動等の実

施を求める声がありますが、一方で見守り活動に携わっている人が不審者と間違われると

いった事例も起きています。

○ 　以上のような災害や犯罪に対する活動を行う場合、あらかじめ地域の要支援者などの情報

を把握しておくことが必要ですが、人間関係の希薄化や個人情報保護の壁がある中で、どこ

まで対象となる人たちのことを知ればいいのか難しいといった声も聞かれます。

○ 　これらの課題に対応するため、地域でどのような活動が必要なのか、またできるのかを明

らかにしていく必要があります。

　 　また、単に見守り等の活動を行うだけでなく、地域住民がお互いに顔が分かる関係を作っ

ていく取り組みも合わせて行うことが必要です。
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【主な問題点】

（１） 災害時に安否確認ができないひとり暮らしの高齢者等がいる

（２） 災害時の要支援者への避難情報の伝達や誘導方法などの体制が十分でない

（３） 高齢者などを狙った悪質商法が増えている

（４） 行方のわからなくなる認知症の高齢者等が増えている

（５） 子どもに対する不審者による声かけや連れ去りに不安がある

（６） 子どもの登下校時に見守りが必要になってきている

（７） 地域の人の顔が分かる関係が薄れ、不審者かどうかわからない
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◆　社会福祉協議会の役割

　市町村社会福祉協議会は、社会福祉法第 109 条において「地域福祉の推進を図ることを目

的とする団体」として位置づけられています。

　市社協は、昭和 54 年の法人化以来、「羽島市に住んでいて良かった」と思える地域福祉の

まちづくりを進めるために、地域住民のかかえる生活課題を把握し、民生委員や社会福祉委員、

ボランティア、関係団体等の皆さんと共有し、知恵を出し合いながら解決の仕組みをつくって

きました。

　公的な福祉サービスの充実だけでは防ぐことが難しい社会的孤立の問題や、制度の狭間にあ

る問題への対応として、見守りや支え合いなどの住民の福祉活動を推進するとともに、より取

り組みやすくするための諸条件を整えることが、市社協の果たす役割であるといえます。
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社会福祉法（抜粋）

（地域福祉の推進）

第  4 条　地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動

を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成す

る一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加す

る機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会）

第  109 条　市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の 2 以上の市町村の区域内

において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団

体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福

祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地

区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数

が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生

保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

一　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

二　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

三　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

四 　前 3 号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業


